
 

 

意   見   書 

 
                                            三重県公共事業評価審査委員会 
 
１ 経  過 

 
平成１８年８月３０日に開催した平成１８年度第２回三重県公共事業評価審査委員会

（以下「委員会」という。）において、県及び市より広域農道整備事業１箇所、農林漁業

用揮発油税財源身替農道整備事業１箇所、道路事業１箇所、都市公園事業１箇所、河川事

業２箇所の審査依頼を受けた。 
このうち、広域農道整備事業及び農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業、道路事業

に関しては、同年１１月２１日に開催した第５回委員会及び同年１２月２２日に開催した

第６回委員会において、県の担当職員から事業説明を受けるとともに、審査資料に基づき

審査を行った。 
また、都市公園事業に関しては、同年７月１３日に開催した第１回委員会及び同年１１

月２１日に開催した第５回委員会及び同年１２月２２日に開催した第６回委員会において、

市の担当職員から事業説明を受けるとともに審査資料に基づき審査を行った。 
また、河川事業に関しては、同年１０月２３日に開催した第４回委員会及び同年１２月

２２日に開催した第６回委員会において、県及び市の担当職員から事業説明を受けるとと

もに審査資料に基づき審査を行った。 

また、同年１２月２２日に開催した第６回委員会において、県よりほ場整備事業１箇所、

一般農道整備事業１箇所、街路事業１箇所、公営住宅整備事業１箇所の事後評価に係る審

査依頼を受けた。 
 

２  意  見 
 
  審査対象事業に関して慎重な審査を行った結果、以下のような意見を委員会としてとり
まとめ、三重県知事に対して答申するものである。 

 
（１）広域農道整備事業［県事業］“再評価対象事業” 

 

３番 中勢
ちゅうせい
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き
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３番については、平成７年度に事業着手しその後おおむね１２年を経過して継続中の事業で

ある。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。 
 



 

（２）農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業［県事業］“再評価対象事業” 
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４番については、平成６年度に事業着手しその後おおむね１３年を経過して継続中の事業で

ある。 
審査を行った結果、当初計画と変更計画との比較について、説明が不足していた。従って、

これを説明できる資料の提出をまって再審議とする。 
 
（３）道路事業［県事業］“再評価対象事業” 
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７番については、平成４年度に事業着手し平成１３年度に再評価を行いその後おおむね５年

を経過して継続中の事業である。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。 

 
（４）河川事業［市町等事業］“再評価対象事業” 
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１０７番 準用
じゅんよう

河川
かせん

 稲生
いのう

新川
しんかわ

 総合
そうごう

流域
りゅういき

防災
ぼうさい

事業
じぎょう

 

 
１０６番については、平成４年度に事業着手し平成１３年度に再評価を行いその後おおむね

５年を経過して継続中の事業である。 
１０７番については、平成元年度に事業着手し平成１０年度に再評価を行いその後おおむね

８年を経過して継続中の事業である。 
審査を行った結果、１０６番については、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続

を了承する。ただし、防潮樋門については、適切な運用に努められたい。 
１０７番については、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。ただし、

下流堀切川において近鉄橋梁への影響が懸念されることから、適切な措置を講じられたい。 
 
（５）都市公園事業［市町等事業］“再評価対象事業” 
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１０８番については、平成４年度に事業着手し平成１３年度に再評価を行いその後おおむね

５年を経過して継続中の事業である。 
審査を行った結果、事業継続の妥当性が認められたことから事業継続を了承する。ただし、

整備計画内容及び整備後の維持管理については、周辺住民と十分協議し、その運用にあたるこ

とを期待する。 
 
（６）ほ場整備事業“事後評価対象事業” 
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５０１番については、平成３年度に事業着手し平成１２年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、事後評価の妥当性が認められたことから課題に対する対応方針を了承す

る。 
 
（７）一般農道整備事業“事後評価対象事業” 
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５０２番については、昭和６２年度に事業着手し平成１２年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、事後評価の妥当性が認められたことから課題に対する対応方針を了承す

る。 
 
（８）街路事業“事後評価対象事業” 
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５０３番については、昭和６０年度に事業着手し平成１２年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、事後評価の妥当性が認められたことから課題に対する対応方針を了承す

る。 
 
（９）公営住宅整備事業“事後評価対象事業” 
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５０４番については、平成１０年度に事業着手し平成１３年度に完了した事業である。 
審査を行った結果、事後評価の妥当性が認められたことから課題に対する対応方針を了承す



 

る。ただし、高齢社会を見据えて、ユニバーサルデザインの視点を加味した事後評価を行い、

今後の計画に反映されたい。また、構造計算書の再確認を早急に実施されたい。 
 


